
務 00 01 30年

(令和35年３月末まで保存)

生 企 第 3 2 0 号

令 和 ５ 年 ３ 月 2 3 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

競馬法の一部を改正する法律の一部の規定の施行に伴うインターネット異性紹介

事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の改正について

競馬法の一部を改正する法律（令和４年法律第85号。以下「改正競馬法」という ）。

については、一部の規定が令和５年５月１日（以下「施行日」という ）から施行され。

る（別添１及び２参照）ところ、令和５年２月27日、競馬法施行令の一部を改正する

政令（令和５年政令第38号。以下「改正令」という ）が別添３のとおり公布され、施。

行日から施行されることとなった。

改正令附則第３項により、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する

行為の規制等に関する法律施行令（平成20年政令第346号。以下「令」という ）が別。

添４のとおり改正されるところ、改正の概要等は下記のとおりであるので、各所属に

あっては、これらを踏まえ、遺憾のないように運用されたい。

記

１ 趣旨

本件は、改正競馬法の一部の規定の施行に伴い、令について所要の改正を行うも

のである。

２ 改正の概要

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法

律（平成15年法律第83号）第14条第１項は、インターネット異性紹介事業者に対す

る事業停止命令事由として、インターネット異性紹介事業者がその行うインターネ

ット異性紹介事業に関し同法第８条第２号に規定する罪その他児童の健全な育成に

障害を及ぼす罪で政令で定めるものに当たる行為をしたと認めるときと規定してお

り 「児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めるもの」については、令第１、

条各号に掲げられている。

この度、改正競馬法の一部の規定の施行に伴い、別添２のとおり、競馬法（昭和2

3年法律第158号）第34条が削除され、同じ内容が新たに同法第35条として規定され



ることを受け、別添４のとおり令第１条第12号中「第34条」を「第35条」に改める

こととした。

３ 参考資料

別添１ 競馬法の一部を改正する法律（令和４年法律第85号）に係る官報の写し

別添２ 競馬法の一部を改正する法律（令和４年法律第85号）の第５章（罰則）

に係る新旧対照条文

別添３ 競馬法施行令の一部を改正する政令（令和５年政令第38号）に係る官報

の写し

別添４ 競馬法施行令の一部を改正する政令（令和５年政令第38号）のインター

ネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

施行令（平成20年政令第346号）に係る新旧対照条文

担当 生活安全企画課少年事件係



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
情
報
の
提
供
の
求
め
）

第
二
十
三
条
の
三
十
六
の
二

協
会
は
、
都
道
府
県
若
し
く
は
指
定
市
町
村
又
は
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
競
馬
の

実
施
に
関
す
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た
都
道
府
県
若
し
く
は
市
町
村
、
日
本
中
央
競
馬
会
若
し
く
は
私
人
に
対
し
、

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
と
な
る
調
教
師
又
は
騎
手
に
関
す
る
情
報
の
提
供

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十

一
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
三
十
八
第
二
項
第
三
号
中
「
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第
五
号
」
の
下
に
「
及
び
第
六
号
」
を

加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第
七
号
」
に

改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項

第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
四
十
二
中
「
含
む
」
を
「
含
み
、
第
二
十
三
条
の
四
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り
入
れ
る
金
額

に
相
当
す
る
金
額
を
除
く
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
二
十
三
条

の
三
十
六
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第
十
号
」
を

「
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
四
十
三
第
一
号
中
「
業
務
」
の
下
に「（
第
三
号
に
規
定
す
る
業
務
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二

号
中
「
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第
六
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第

七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
競
馬
活
性
化
業
務
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
業
務
（
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
競
走
馬
生
産
振
興
業
務
」

と
い
う
。）及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
係
る
経
理

競
走
馬
生
産
振
興
勘
定

第
三
章
中
第
二
十
三
条
の
四
十
六
を
第
二
十
三
条
の
四
十
七
と
し
、
第
二
十
三
条
の
四
十
五
を
第
二
十
三
条
の
四
十

六
と
し
、
第
二
十
三
条
の
四
十
四
を
第
二
十
三
条
の
四
十
五
と
し
、
第
二
十
三
条
の
四
十
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。（

競
馬
活
性
化
業
務
及
び
競
走
馬
生
産
振
興
業
務
に
必
要
な
資
金
の
確
保
）

第
二
十
三
条
の
四
十
四

協
会
は
、
地
方
競
馬
の
事
業
の
経
営
基
盤
の
強
化
を
図
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

競
馬
活
性
化
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を

受
け
た
金
額
を
前
条
第
一
号
に
定
め
る
畜
産
振
興
勘
定
か
ら
同
条
第
二
号
に
定
め
る
競
馬
活
性
化
勘
定
に
繰
り
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。

競
馬
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

松
野

博
一

法
律
第
八
十
五
号

競
馬
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
三
条
の
四
十
六
」
を
「
第
二
十
三
条
の
四
十
七
」
に
、「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
八
条
」
に
改

め
る
。

第
二
十
三
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
第
二
号
中
「
収
支
の
改
善
」
を
「
経
営
基
盤
の
強
化
」
に
改
め
、
同
項
第
三

号
中
「
行
う
」
の
下
に
「
競
走
体
系
の
整
備
に
向
け
た
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
の
事
業
」
の
下
に
「
、
競
走
馬

の
競
走
能
力
の
向
上
を
図
る
た
め
の
事
業
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
収
支
の
改
善
」
を
「
経
営
基
盤
の
強

化
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
以
下
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
号
に
お
い
て
」
に
改

め
る
。

第
二
十
三
条
の
十
八
第
五
号
中
「
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第

六
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
中
第
十
二
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
二

号
と
し
、
同
項
第
九
号
中
「
馬
」
を
「
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
馬
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、

同
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

地
方
競
馬
に
お
け
る
競
走
馬
の
需
要
の
変
化
、
認
定
競
馬
活
性
化
計
画
の
実
施
そ
の
他
の
地
方
競
馬
を
め
ぐ
る

情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
行
う
競
走
馬
の
生
産
の
振
興
に
資
す
る
た
め
の
事
業
に
つ
き
そ
の
経
費
を
補
助
す
る
こ

と
。

第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
関
し
」
の

下
に
「
、
競
走
体
系
の
整
備
そ
の
他
の
観
点
か
ら
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

五

都
道
府
県
又
は
指
定
市
町
村
に
対
し
て
地
方
競
馬
の
公
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
、

助
言
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
こ
と
。





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
れ
が
、
第
二
十
三
条
の
四
十
二
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
遂
行
に
支

障
が
な
く
、
か
つ
、
競
馬
活
性
化
業
務
を
通
じ
た
地
方
競
馬
の
事
業
の
経
営
基
盤
の
強
化
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
限
り
、
同
項
の
承
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

３

日
本
中
央
競
馬
会
は
、
日
本
中
央
競
馬
会
法
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
会
が
行
う
競

走
馬
生
産
振
興
業
務
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
同
条
第
一
項
の
特
別
振
興
資
金
か
ら
農
林
水
産
大
臣

の
定
め
る
金
額
を
協
会
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
第
三
項
中
「
公
正
」
の
下
に
「
を
確
保
し
、
又
は
競
馬
の
円
滑
な
実
施
」を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
を
削
り
、
第
三
十
二
条
の
十
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
の
九
第
五
号
中
「
第
二
十
三
条
の
四
十
五
第
二
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
四
十
六
第
二
項
」
に
改
め
、

同
条
を
第
三
十
七
条
と
し
、
第
三
十
二
条
の
八
を
第
三
十
六
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
の
七
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条

第
二
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
三
十
四
条

第
三
十
条
第
三
号
の
場
合
に
お
い
て
勝
馬
投
票
類
似
の
行
為
を
し
た
者
（
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
場
合
を
除
く
。）は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
三
十
五
条

第
二
十
八
条
又
は
第
二
十
九
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
を
し

た
者
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
勝
馬
投
票
券
の
購
入
又
は
譲
受
け
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
、
そ
の
違
反
行
為
の
相
手
方
と
な
つ
た
者
（
そ
の
相
手
方
が
発
売
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
発
売
に
係
る
行
為
を

し
た
者
）
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

附
則
第
八
条
の
見
出
し
中
「
協
会
の
行
う
業
務
」
を
「
競
馬
活
性
化
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条

第
二
項
中
「
日
本
中
央
競
馬
会
は
」
を
「
第
二
十
三
条
の
四
十
四
第
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
日
本
中
央
競
馬
会

は
」
に
、「
令
和
四
事
業
年
度
」
を
「
令
和
九
事
業
年
度
」
に
、「
次
に
掲
げ
る
業
務
」
を
「
競
馬
活
性
化
業
務
」に
改
め
、

「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

附
則
中
第
九
条
を
削
り
、
第
十
条
を
第
九
条
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
八
条
第
二
項
の
改
正
規
定（「
令
和
四
事
業
年
度
」
を
「
令
和
九
事
業
年
度
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）

及
び
附
則
第
四
条
の
規
定

公
布
の
日

二

目
次
の
改
正
規
定（「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
八
条
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
第
二
十
三
条
の
三
十
六

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
三
十
三
条
及
び
第

三
十
四
条
を
削
り
、
第
三
十
二
条
の
十
を
第
三
十
八
条
と
す
る
改
正
規
定
、
第
三
十
二
条
の
九
を
第
三
十
七
条
と

し
、
第
三
十
二
条
の
八
を
第
三
十
六
条
と
す
る
改
正
規
定
並
び
に
第
三
十
二
条
の
七
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正

規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
の
読
替
え
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
法

律
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
三
条
の
三
十

六
第
一
項
第
十
号
」
と
あ
る
の
は
、「
前
条
第
一
項
第
十
号
」
と
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条

前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

農
林
水
産
大
臣

野
村

哲
郎

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

松
野

博
一
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競
馬
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
新
旧
対
照
条
文
（
抄
）

○

競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
五
章

罰
則

第
五
章

罰
則

第
三
十
三
条

第
二
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
二
百
万
円
以
下
の
罰

（
新
設
）

金
に
処
す
る
。

第
三
十
四
条

第
三
十
条
第
三
号
の
場
合
に
お
い
て
勝
馬
投
票
類
似
の
行
為
を

（
新
設
）

し
た
者
（
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
場
合
を

除
く
。
）
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
三
十
五
条

第
二
十
八
条
又
は
第
二
十
九
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ

（
新
設
）

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
を
し
た
者
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
勝
馬

投
票
券
の
購
入
又
は
譲
受
け
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な

が
ら
、
そ
の
違
反
行
為
の
相
手
方
と
な
つ
た
者
（
そ
の
相
手
方
が
発
売
者
で

あ
る
と
き
は
、
そ
の
発
売
に
係
る
行
為
を
し
た
者
）
は
、
五
十
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
二
条
の
八

（
略
）

第
三
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行

第
三
十
二
条
の
九

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違

為
を
し
た
協
会
の
役
員
又
は
職
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

反
行
為
を
し
た
協
会
の
役
員
又
は
職
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す

る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

第
二
十
三
条
の
四
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
命
令

五

第
二
十
三
条
の
四
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
命
令

に
違
反
し
た
と
き
。

に
違
反
し
た
と
き
。

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
二
条
の
十

（
略
）
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（
削
る
。
）

第
三
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。

一

第
二
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
三
十
条
第
三
号
の
場
合
に
お
い
て
勝
馬
投
票
類
似
の
行
為
を
し
た
者

（
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
場
合
を
除
く

。
）

（
削
る
。
）

第
三
十
四
条

第
二
十
八
条
又
は
第
二
十
九
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
を
し
た
者
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
勝
馬

投
票
券
の
購
入
又
は
譲
受
け
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な

が
ら
、
そ
の
違
反
行
為
の
相
手
方
と
な
つ
た
者
（
そ
の
相
手
方
が
発
売
者
で

あ
る
と
き
は
、
そ
の
発
売
に
係
る
行
為
を
し
た
者
）
は
、
五
十
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。



令和年月日 月曜日 第号官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
競
馬
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
八
十
五
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
日
本
中
央
競
馬
会
又
は
都
道
府
県
若
し
く
は
指
定
市
町
村
に
よ
る
処

分
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部

改
正
）

３

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

二
十
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
十
二
号
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。

農
林
水
産
大
臣

野
村

哲
郎

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

競
馬
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
五
年
二
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

政
令
第
三
十
八
号

競
馬
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る
。競

馬
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
確
保
し
、
又
は
競
馬
場
内
の
秩
序
を
維
持
す
る
」
を
「
確
保
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
前
項
第
四
号
の
」
を
「
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次

の
二
項
を
加
え
る
。

２

競
馬
会
は
、
競
馬
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

競
馬
会
は
、
競
馬
場
内
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
処
分
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
第
二
項
第
九
号
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
中
「
戒
告
」
を
「
戒
告
、
過
怠
金
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
三
号
」に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
九
号
」を
加
え
、

同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

戒
告
そ
の
他
制
裁
に
関
す
る
事
項

第
十
七
条
の
四
中
「
第
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
」
を
加
え
、「
同
条
第
二
項
中「
競
馬
会
」

を
「
同
条
第
四
項
中
「
競
馬
会
」
に
改
め
、「
同
項
第
九
号
中
」
の
下
に「「
戒
告
、
過
怠
金
」
と
あ
る
の
は「
戒
告
」と
、」

を
加
え
る
。
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○

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
（
附
則
第

三
項
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
児
童
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
罪
）

（
児
童
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
罪
）

第
一
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行

第
一
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行

為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一

未
成
年
者
喫
煙
禁
止
法
（
明
治
三
十
三
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
五
条

又
は
第
六
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
販
売
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

二

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
三
十
六
条
又
は
第
百
三

十
七
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
販
売
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
三

刑
法
第
百
七
十
四
条
に
規
定
す
る
罪
、
同
法
第
百
七
十
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
罪
（
児
童
に
頒
布
し
、
又
は
公
然
と
陳
列
す
る
行
為
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
百
七
十
六
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
す
る

わ
い
せ
つ
な
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
百
七
十
七
条
に
規

定
す
る
罪
（
児
童
に
対
す
る
性
交
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第

百
七
十
八
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
す
る
わ
い
せ
つ
な
行
為
又
は
性

交
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
百
七
十
九
条
に
規
定
す
る
罪
、

同
法
第
百
八
十
条
若
し
く
は
第
百
八
十
一
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対

す
る
わ
い
せ
つ
な
行
為
又
は
性
交
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法

第
百
八
十
二
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
で
あ
る
女
子
を
勧
誘
し
て
姦
淫
さ

か
ん

せ
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四

刑
法
第
百
八
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
罪
（
賭
博
場
を
開
帳
す
る
行

為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
に
規
定
す
る
罪
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
と
授
受
す

る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
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五

刑
法
第
二
百
二
十
四
条
か
ら
第
二
百
二
十
六
条
ま
で
に
規
定
す
る
罪
（

児
童
を
略
取
し
、
又
は
誘
拐
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法

第
二
百
二
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
を
売
買
す
る
行
為
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
二
百
二
十
六
条
の
三
に
規
定
す
る
罪
（
児
童

を
移
送
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
二
百
二
十
七
条
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
を
引
き
渡
し
、
収
受
し
、

輸
送
し
、
蔵
匿
し
、
又
は
隠
避
さ
せ
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
罪
（
略
取
さ
れ
又
は
誘
拐
さ
れ
た
児
童
を
収
受

す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
罪
（
同
法
第
二
百
二

十
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
二
百
二
十
七
条
第
四
項
後
段
に
規
定
す
る
罪

を
除
く
。
）
に
係
る
同
法
第
二
百
二
十
八
条
に
規
定
す
る
罪

六

未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
二
十
号
）
第
三
条
第
一

項
又
は
第
四
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
販
売
し
、
又
は
供
与
す
る
行
為

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

七

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
十
七
条
に
規

定
す
る
罪
（
児
童
に
労
働
を
強
制
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

同
法
第
百
十
八
条
第
一
項
（
同
法
第
五
十
六
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

若
し
く
は
第
百
十
九
条
第
一
号
（
同
法
第
六
十
一
条
又
は
第
六
十
二
条
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
に
係
る
同
法
第

百
二
十
一
条
に
規
定
す
る
罪

八

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
六
十
三
条
第

一
号
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
で
あ
る
求
職
者
に
対
し
て
暴
行
、
脅
迫
、
監

禁
そ
の
他
精
神
又
は
身
体
の
自
由
を
不
当
に
拘
束
す
る
手
段
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
職
業
紹
介
、
児
童
に
対
す
る
労
働
者
の
募
集
又
は
児
童
で
あ
る
労

働
者
を
対
象
と
す
る
労
働
者
の
供
給
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
条
第

二
号
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
で
あ
る
求
職
者
に
対
す
る
職
業
紹
介
、
児
童

に
対
す
る
労
働
者
の
募
集
、
児
童
に
対
す
る
労
働
者
の
募
集
に
関
す
る
情

報
若
し
く
は
労
働
者
に
な
ろ
う
と
す
る
児
童
に
関
す
る
情
報
を
対
象
と
す

る
募
集
情
報
等
提
供
又
は
児
童
で
あ
る
労
働
者
を
対
象
と
す
る
労
働
者
の

供
給
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
罪
に
係
る
同
法
第
六
十
七

条
に
規
定
す
る
罪
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九

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
十
条
第
二

項
（
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
四
号
の
三
、
第
五
号
、
第
七
号
又
は
第

九
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪
又
は
当
該
罪
及
び
同
法
第

六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
罪
に
係
る
同
法
第
六
十
二
条
の
三
に
規
定
す

る
罪

十

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
一
項
第
四
号
（
同
法
第
二
十

二
条
第
一
項
第
六
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
号
（
同
法
第
二
十

八
条
第
十
二
項
第
五
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
号
、
第
八
号
（

同
法
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
六
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
若
し

く
は
第
九
号
に
規
定
す
る
罪
、
同
法
第
五
十
条
第
一
項
第
四
号
（
同
法
第

二
十
二
条
第
一
項
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
号
（
同
法
第

二
十
八
条
第
十
二
項
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
八
号

（
同
法
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に

規
定
す
る
罪
（
児
童
に
提
供
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ

れ
ら
の
罪
に
係
る
同
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
罪

十
一

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
二
十
四
条

の
二
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
か
ら
譲
り
受
け
、
又
は
児
童
に
譲
り
渡
す
行

為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
二
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
罪
（

大
麻
か
ら
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
を
児
童
に
対
し
て
施
用
し
又
は
施
用
の
た

め
交
付
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
二
十
四
条
の
七
に

規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
す
る
譲
渡
し
又
は
児
童
か
ら
の
譲
受
け
の
周
旋

を
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
（
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
、

第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条
の
七
に
規
定
す
る
罪
を
除
く

。
）
に
係
る
同
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
罪

十
二

競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
三
十
条
第
三
号

十
二

競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
三
十
条
第
三
号

に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
勝
馬
投
票
類
似
の
行
為
を
さ
せ
る
行
為
に
係
る

に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
勝
馬
投
票
類
似
の
行
為
を
さ
せ
る
行
為
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
三
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
罪
又
は
同
法

も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
三
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
罪
又
は
同
法

第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
よ
る
同
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に

第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
よ
る
同
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に

違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
違
反
行
為
の
相
手
方
と
な

違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
違
反
行
為
の
相
手
方
と
な
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る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
三
～
二
十
六

（
略
）

十
三

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
五
十
六
条

第
二
号
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
勝
者
投
票
類
似
の
行
為
を
さ
せ
る
行
為

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
五
十
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
罪
、

同
法
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
よ
る
同
法
第
九
条
の
規
定
に

違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
違
反
行
為
の
相
手
方
と
な

る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
罪
に
係
る
同
法
第
六
十

九
条
に
規
定
す
る
罪

十
四

小
型
自
動
車
競
走
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
六
十

一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
勝
車
投
票
類
似
の
行
為
を
さ
せ
る

行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
六
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る

罪
、
同
法
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
よ
る
同
法
第
十
三
条
の

規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
違
反
行
為
の
相
手

方
と
な
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
罪
に
係
る
同
法

第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
罪

十
五

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
二

十
四
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る

行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
当
該
罪
に
係
る
同
法
第
二
十
六
条
に

規
定
す
る
罪

十
六

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号

）
第
六
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
勝
舟
投
票
類
似
の
行
為

を
さ
せ
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
六
十
六
条
第
二
号
に

規
定
す
る
罪
、
同
法
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
よ
る
同
法
第

十
二
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
違
反
行

為
の
相
手
方
と
な
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
罪
に

係
る
同
法
第
七
十
一
条
に
規
定
す
る
罪

十
七

覚
醒
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
四
十

一
条
の
二
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
譲
り
渡
し
、
又
は
児
童
か
ら
譲
り
受

け
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
四
十
一
条
の
三
（
同
法
第

十
九
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
し
て
使
用

す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
四
十
一
条
の
三
（
同
法
第
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二
十
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪
（

児
童
に
対
し
て
施
用
し
又
は
施
用
の
た
め
交
付
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
、
同
法
第
四
十
一
条
の
四
（
同
法
第
三
十
条
の
九
第
一
項
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
譲
り
渡
し
、
又
は
児
童
か

ら
譲
り
受
け
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
四
十
一
条
の
四

（
同
法
第
三
十
条
の
十
一
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪
（
児

童
に
対
し
て
使
用
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
四
十
一

条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
罪
、
同
法
第
四
十
一
条
の
十
一
若
し

く
は
第
四
十
一
条
の
十
三
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
す
る
譲
渡
し
又
は

児
童
か
ら
の
譲
受
け
の
周
旋
を
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は

こ
れ
ら
の
罪
（
同
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
三
第
一

項
、
第
四
十
一
条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
十
一
及
び
第
四
十
一
条

の
十
三
に
規
定
す
る
罪
を
除
く
。
）
に
係
る
同
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す

る
罪

十
八

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第

六
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
譲
り
渡
し
、
児
童
か
ら
譲
り
受

け
、
又
は
児
童
に
交
付
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
六

十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
し
て
施
用
す
る
行
為
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
譲
り
渡
し

、
又
は
児
童
か
ら
譲
り
受
け
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第

六
十
六
条
の
二
（
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
し
て
施
用
し
又
は
施
用

の
た
め
交
付
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
六
十
六
条
の

四
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
譲
り
渡
す
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

同
法
第
六
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
す
る
譲
渡
し
又
は
児

童
か
ら
の
譲
受
け
の
周
旋
を
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法

第
六
十
九
条
第
五
号
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
譲
り
渡
す
行
為
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
、
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
罪
、
同
法
第
六
十
九
条
の
五

に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
す
る
譲
渡
し
又
は
児
童
か
ら
の
譲
受
け
の
周

旋
を
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
七
十
条
第
十
七
号
に

規
定
す
る
罪
（
児
童
に
譲
り
渡
す
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
条
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第
十
八
号
に
規
定
す
る
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
（
同
法
第
六
十
四
条
の
二
第

一
項
、
第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
六
十
六
条

の
二
第
一
項
、
第
六
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
二
及
び
第
六

十
九
条
の
五
に
規
定
す
る
罪
を
除
く
。
）
に
係
る
同
法
第
七
十
四
条
に
規

定
す
る
罪

十
九

あ
へ
ん
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
五
十
二
条
に
規

定
す
る
罪
（
児
童
に
譲
り
渡
し
、
又
は
児
童
か
ら
譲
り
受
け
る
行
為
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
五
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に

対
す
る
譲
渡
し
又
は
児
童
か
ら
の
譲
受
け
の
周
旋
を
す
る
行
為
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
罪
（
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
五

十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
罪
を
除
く
。
）
に
係
る
同
法
第
六
十
一
条
に
規

定
す
る
罪

二
十

売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
五
条
に
規
定

す
る
罪
、
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
を
そ
の
相
手
方
と

す
る
売
春
の
周
旋
を
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
を
売
春
の
相
手
方
と
な
る
よ
う
に
勧
誘
す

る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
規

定
す
る
罪
、
同
法
第
七
条
、
第
十
条
若
し
く
は
第
十
二
条
に
規
定
す
る
罪

（
児
童
に
売
春
を
さ
せ
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
ら
の

罪
（
同
法
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
規
定
す
る
罪
を
除
く
。
）
に
係
る

同
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
罪

二
十
一

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保

護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
五
十
八
条
に

規
定
す
る
罪
（
児
童
で
あ
る
労
働
者
を
対
象
と
す
る
労
働
者
派
遣
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
又
は
当
該
罪
に
係
る
同
法
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
罪

二
十
二

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律

第
六
十
三
号
）
第
三
十
二
条
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る

罪
、
同
法
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
よ
る
同
法
第
九
条
の
規

定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
違
反
行
為
の
相
手
方

と
な
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
罪
に
係
る
同
法
第

三
十
六
条
に
規
定
す
る
罪
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二
十
三

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
（
第
六
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪
（
賭
博
場
を
開
帳
す
る
行
為
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
又
は
同
条
（
第
一
項
第
十
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若

し
く
は
第
六
条
（
第
一
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る

罪
（
児
童
を
略
取
し
、
又
は
誘
拐
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
十
四

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号

）
第
二
百
三
十
七
条
第
一
項
第
六
号
（
同
法
第
六
十
九
条
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
を
カ
ジ
ノ
施
設
に
入
場
さ
せ
、
又
は
滞

在
さ
せ
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
十
五

性
を
め
ぐ
る
個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
社
会
の
形
成
に
資
す

る
た
め
に
性
行
為
映
像
制
作
物
へ
の
出
演
に
係
る
被
害
の
防
止
を
図
り
及

び
出
演
者
の
救
済
に
資
す
る
た
め
の
出
演
契
約
等
に
関
す
る
特
則
等
に
関

す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
十
条
若
し
く
は
第
二
十

一
条
に
規
定
す
る
罪
（
こ
れ
ら
の
罪
に
当
た
る
行
為
が
児
童
で
あ
る
出
演

者
に
対
し
て
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

又
は
こ
れ
ら
の
罪
に
係
る
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
罪

二
十
六

次
に
掲
げ
る
行
為
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
当
該

行
為
が
行
わ
れ
た
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
罪

と
さ
れ
て
い
る
も
の

イ

児
童
と
淫
行
を
す
る
こ
と
。

ロ

児
童
に
対
し
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
す
る
こ
と
。

ハ

児
童
に
淫
行
又
は
わ
い
せ
つ
な
行
為
の
方
法
を
教
え
る
こ
と
。

ニ

児
童
に
淫
行
又
は
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
見
せ
る
こ
と
。


